
                                         別紙１ 

令和６年度 甲斐市地球温暖化対策実行計画 取組結果 

 

１ 調査概要 

  甲斐市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの排出の実態を把握するため

に、令和 6年度における各課等の事務事業に伴う活動量調査を実施しました。 

  この活動量調査の数値を基に、「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニ

ュアル（算定手法編）」による算定方法により温室効果ガス排出量を算定しました。 

２ 実行計画の評価等 

  第 3 次甲斐市地球温暖化対策実行計画（基準年度：平成 25 年度 計画期間：令和 4 年

度～令和 7年度（前期））では、温室効果ガスの排出量を令和 7年度までに基準年度から

36％以上の削減を目標としているため、削減率の推移によって検証します。 

３ 調査結果（温室効果ガス総排出量の推移）           （単位：㎏-CO2） 

平成 25 年度 

（基準年度） 

令和 3年度 

（第 2次最終年度） 

令和 6年度 

（調査年度(第 3次 3年目)） 

※6,353,142 4,664,403 5,297,113 

削減率 △12.14％ △16.62％ 

令和 6年度の温室効果ガス排出量は、基準年度の平成 25 年度に比べ 1,056,029 ㎏-CO2

減少しており、削減率は 16.62％となりました。 

削減の主な要因として、各施設の節電計画の効果による電気使用量の削減、施設改修

工事等に伴う省エネルギー化、電気自動車（EV）の導入により公用車の走行で排出され

るメタン(ＣＨ4)や一酸化二窒素(Ｎ2Ｏ)が抑制されたことなどが挙げられます。 

 

※令和 4 年度の報告まで、平成 25 年度（基準年度）の温室効果ガス排出量を 5,308,923 ㎏-CO2

としていましたが、基準年度以降、指定管理者制度導入状況が変わり、事務及び事業に係る施

設が増えたため、当該調査年度の指定管理者制度導入状況に合わせて基準年度の温室効果ガス

排出量の再算定を行いました。 

 

 

 

 



 
 

４ 項目別エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量集計結果 

(1) 項目別エネルギー使用量の結果 

項  目 平成 25 年度 令和 6年度 
平成 25 年度比 

増減量 増減率 

電  気 (kWh) 11,550,420 10,087,413 △1,463,007 △12.67% 

灯  油 (㍑) 501,441 380,377 △121,064 △24.14% 

ＬＰガス (㎥) 88,350 79,919 △8,431 △9.54% 

Ａ 重 油 (㍑) 124,000 88,000 △36,000 △29.03% 

ガソリン (㍑) 51,994 22,471 △29,523 △56.78% 

軽  油 (㍑) 17,538 13,194 △4,344 △24.77% 

天然ガス (㎥) 611 0 △611 △100.00% 

浄 化 槽 (人) 5,298 2,318 △2,980 △56.25% 

公 用 車 (㎞) 588,210 481,585 △106,625 △18.13% 

 ・項目別エネルギー使用量 

「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」に定

める温室効果ガスの原因となる電気、灯油、ＬＰガス等の燃料、浄化槽におけるし尿

処理及び雑排水の処理、公用車の走行に伴うもので、その使用量を集計したものとな

ります。 

 

項目 温室効果ガスの発生原因 

電気 

火力発電所における発電時に、石炭や石油等の化石燃料の使用に

より二酸化炭素(ＣＯ2)が排出され、使用した電気量が対象とな

ります。 

灯油、ＬＰガス、 

Ａ重油、ガソリン、

軽油、天然ガス 

暖房や自動車、家庭用機器等における燃料の使用により二酸化 

炭素(ＣＯ2)やメタン(ＣＨ4)、一酸化二窒素(Ｎ2Ｏ)が排出されま 

す。 

浄化槽 
コミュニティプラントや浄化槽でし尿及び雑排水を処理する際

に、メタン(ＣＨ4)や一酸化二窒素(Ｎ2Ｏ)が排出されます。 

公用車 
ガソリンや軽油などを燃料とする自動車の走行時、二酸化炭素

(ＣＯ2)やメタン(ＣＨ4)、一酸化二窒素(Ｎ2Ｏ)が排出されます。 



 
 

(2) エネルギー別温室効果ガス排出量の結果           （単位：㎏-CO2） 

項  目 平成 25 年度 令和 6年度 
平成 25 年度比 

増減量 増減率 

電    気 3,915,593 3,419,633 △495,960 △12.67% 

灯    油 1,253,668 948,320 △305,348 △24.36% 

Ｌ Ｐ ガ ス 551,080 523,804 △27,276 △4.95% 

Ａ 重 油 335,994 238,447 △97,547   △29.03% 

ガ ソ リ ン 120,597 52,171 △68,426 △56.74% 

軽    油 45,936 34,105 △11,831 △25.76% 

天 然 ガ ス 1,334 0 △1,334 △100.00% 

浄 化 槽 124,899 77,593 △47,306 △37.88% 

公 用 車 

（走行距離） 
4,041 3,040 △1,001 △24.78% 

計 6,353,142 5,297,113 △1,056,029 △16.62% 

※小数点以下非表示のため計算上数値が一致しない項目があります。 

 

・エネルギー別温室効果ガス排出量は、(1) 項目別エネルギー使用量に、「地方公共団体

実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」に定める排出係数、

地球温暖化係数に使用量を乗じた算出式に基づいて算定しました。 

 

・エネルギー別温室効果ガス排出量は、電気の使用による排出量が基準年度（平成 25 年

度）、令和 6 年度ともに全体の排出量の 60％以上を占めており、次に灯油の使用によ

る排出量となっています。再エネ・省エネ設備の導入及び再エネ由来の電力を使用す

ることが、温室効果ガス排出抑制及び令和 12 年度における基準年度比削減率 50％の

達成において重要となります。 



 
 

(3) 施設区分別温室効果ガス排出量の結果            （単位：㎏-CO2） 

施設区分 平成 25 年度 令和 6年度 
平成 25 年度比 

増減量 増減率 

教 育 施 設 2,335,600 2,210,071 △125,530 △5.37% 

水 道 施 設 1,279,688 1,137,131 △142,556 △11.14% 

その他施設 1,925,941 1,219,112 △706,829 △36.70% 

庁    舎 427,695 417,725 △9,970 △2.33% 

児 童 施 設 221,647 230,289  8,642 3.90% 

公 用 車 162,571 82,784 △79,787 △49.08% 

計 6,353,142 5,297,113 △1,056,029 △16.62% 

※小数点以下非表示のため計算上数値が一致しない項目があります。 

 

 ・施設区分別温室効果ガス排出量の結果は、（2）エネルギー別温室効果ガス排出量の結

果を表 1の施設区分により仕分けたものになります。 

 

 ・施設区分別温室効果ガス排出量は、教育施設（小中学校や公民館、給食センター、文

化施設、スポーツ施設）が最も多く、基準年度（平成 25 年度）、令和 6 年度ともに総

排出量の 35％以上を占めています。 

  今後も各施設への再エネ・省エネ設備導入を中心に温室効果ガス排出抑制に努めてい

きます。 



 
 

令和６年度調査対象施設 ※指定管理施設を除く 

表 1 

施設区分 所管課 施 設 名 

教育施設 教育総務課 竜王小学校、玉幡小学校、竜王南小学校、竜王北小学校、竜

王西小学校、竜王東小学校、敷島小学校、敷島北小学校、敷

島南小学校、双葉東小学校、双葉西小学校、竜王中学校、玉

幡中学校、竜王北中学校、敷島中学校、双葉中学校 

学校教育課 敷島学校給食センター、双葉学校給食センター 

生涯学習文化課 竜王北部公民館、竜王中部公園セミナーハウス、竜王南部公

民館、敷島公民館、双葉公民館、敷島総合文化会館、睦沢地

域ふれあい館、清川地域ふれあい館、吉沢地域ふれあい館、

双葉歴史民俗資料館、文化財整理室 

スポーツ振興課 竜王スポーツセンター、玉幡体育館、竜王武道館、竜王南部

公園運動場、西八幡テニスコート、敷島体育館、敷島総合公

園多目的運動場、中下条公園テニスコート、島上条公園テニ

スコート・多目的コート、双葉スポーツ公園、双葉体育館、

双葉弓道場、学校グラウンド夜間照明、釜無川スポーツ公園 

図書館 竜王図書館 

水道施設 上下水道工務課 上水道配水施設、睦沢・清川簡易水道施設、吉沢簡易水道施

設 

その他施設 防災危機管理課 消防施設 

農林振興課 茅ヶ岳東部広域農道街路灯 

商工観光課 勤労青少年ホーム、働く婦人の家 

市民活動支援課 百楽泉、双葉共同福祉施設、神明温泉志麻の湯、釜無川レク

リエーションセンター 

環境課 敷島リサイクルステーション、玉幡地区剪定枝粉砕処理場、

バイオマスセンター 

健康増進課 竜王保健福祉センター 

建設課 道路照明、竜王駅南北自由通路、駐輪場、調整池 

都市計画課 赤坂台総合公園、敷島総合公園、中下条公園、島上条公園、

信玄堤公園、西八幡公園、玉幡公園、篠原街区 1号公園、篠

原街区 2号公園、篠原街区 3号公園、カルチャーパーク、竜

王中部公園、竜王南部公園、竜王北部公園、名取公園、境公

園、双葉水辺公園、響が丘中央公園、鳥ヶ池芝生公園、竜地

公園、街路灯、やはた公園 



 
 

 上下水道工務課 寺平地区浄化センター、マンホールポンプ場、松島団地し尿

処理場 

敷島支所市民地域課 自然休養村管理センター、勤労者会館、渇水ポンプ室(4 カ

所)、貢川自動マチ、大久保養蚕飼育所、矢木羽湖公園、道

路照明、道水路管理事業、敷島保健福祉センター 

双葉支所市民地域課 双葉保健福祉センター、道水路管理事業、道路照明、駐輪場 

庁舎 総務課 竜王庁舎(本館・新館) 

敷島支所市民地域課 敷島庁舎 

双葉支所市民地域課 双葉庁舎 

上下水道工務課 水道事務所 

児童施設 子育て支援課 竜王ふれあい館、竜王北保育園、竜王東保育園、竜王中央保

育園、敷島保育園、双葉西保育園、玉幡児童館、竜王北児童

館、竜王東児童センター、竜王西児童館、竜王南児童館、敷

島ふれあい中央児童館、敷島みなみ児童館、敷島なかよし児

童館、双葉西児童館、双葉東児童館 

 


